
都 市 建 設 委 員 会 委 員 長 報 告 書  

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ７ 日  

 

 都 市 建 設 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 議 案 ３ 件 に つ い て 、 審 査 の 過

程 に お け る 各 委 員 か ら の 討 論 及 び 審 査 結 果 に つ い て 、 審 査 経 過 順

に 報 告 し ま す 。  

 初 め に 、 議 案 第 １ ０ ９ 号 「 市 道 路 線 の 認 定 に つ い て 」 及 び 議 案

第 １ １ ０ 号 「 市 道 路 線 の 廃 止 に つ い て 」 の 以 上 ２ 件 は 関 連 が あ り

ま す こ と か ら 、 一 括 し て 審 査 し ま し た 。  

 議 案 第 １ ０ ９ 号 「 市 道 路 線 の 認 定 に つ い て 」 に つ い て は 、 民 間

宅 地 開 発 に よ る も の ８ 路 線 、 既 存 道 路 の 整 理 に よ る も の １ 路 線 の

計 ９ 路 線 を 市 道 と し て 認 定 し 、 適 切 な 維 持 管 理 の も と 、 市 民 の 利

便 の 向 上 に 資 す る も の で す 。  

 ま た 、 第 １ １ ０ 号 「 市 道 路 線 の 廃 止 に つ い て 」 に つ い て は 、 再

認 定 に よ る も の １ 路 線 を 廃 止 す る も の で す 。  

な お 、 本 委 員 会 は 案 件 の 現 況 を 視 察 し た こ と を 申 し 添 え ま す 。  

審査の過程における討 論は特になく、採決の結果、議案第１０ ９

号 及 び 議 案 第 １ １ ０ 号 の 両 案 は 、 い ず れ も 全 会 一 致 を も っ て 、 原

案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 最 後 に 、 議 案 第 １ ０ ８ 号 「 令 和 ７ 年 度 流 山 市 下 水 道 事 業 会 計 補

正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 下 水 道 事 業 収 益 に お い て 、 令 和 ６ 年 度 の 流 域 下 水 道 維 持

管 理 負 担 金 の 額 が 確 定 し た こ と か ら 、 清 算 に 伴 う 還 付 金 を 計 上 す

る も ので 、 特 別 利 益 の既 決 予 定 額 に ９， １ ７ ５ 万 ３ 千円 を 増 額 し 、

総 額 を ４ ２ 億 ３ ， ５ ５ ９ 万 ４ 千 円 と す る も の で す 。 ま た 、 資 本 的

収 支 に お い て 、「 主 要 地 方 道 越 谷 流 山 線 バ イ パ ス の 道 路 整 備 に 併

せ た 和 田 堀 都 市 下 水 路 改 修 事 業 の 用 地 補 償 に 関 す る 協 定 書 」 に 基

づ い た 令 和 ７ 年 度 費 用 負 担 額 が 確 定 し た こ と か ら 、 資 本 的 支 出 に

土 地 購 入 費 １ ， １ ７ ７ 万 円 を 計 上 し 、 同 額 を 一 般 会 計 か ら の 繰 入

金 と し て 資 本 的 収 入 に 計 上 す る も の で す 。 こ れ に よ り 、 資 本 的 支

出 の 総 額 は ３ ３ 億 ７ ， ７ ０ ８ 万 ５ 千 円 、 資 本 的 収 入 の 総 額 は ２ ５

億 １ ， ５ ８ １ 万 ４ 千 円 と な る も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

以 上  


